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【別添資料１】

第56回⼤阪府医療審議会
【議案】

働き方改革部会の設置について

【理由】
改正医療法に基づき、医師に対する時間外労働の上限規制が令和6年4月

1日から適用が開始される。
当制度において、⼀定の要件を満たす医療機関については、予め医療審議会

の意⾒を聴いた上で、都道府県から特定労務管理対象機関として指定を受けた
場合には、年間の時間外労働時間の上限規制が緩和される。
この指定業務を円滑に遂⾏するため、医療審議会に働き⽅改⾰部会を設置する
もの。
設置時期については、指定業務が令和5年度当初から開始されることから、指定

にあたっての要件等を審議し、府内医療機関へ申請受付に関して周知する必要が
あるため、令和4年11月中とするものである。

令和4年11月22日



医師の働き方改革
水準指定業務の進め方について

〜指定に際しての意⾒聴取機関の位置づけ〜
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医師の働き方改革について
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の⼀部を改正する法律案の概要
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厚生労働省作成（医政発0401第31号 R4.4.1）

医師の働き方改革 都道府県の指定の流れ
医療機関からB／連携B／C⽔準申請があった場合、指定にあたり、あらかじめ都道府県医療審議会等の意⾒を
聴かなければならない（改正医療法）
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円滑な指定作業を進めるための意⾒聴取の整理（案）

指定にあたっては、医師の派遣調整等医師確保対策の具体的な協議・調整を⾏う場である医療対策協議会での
実質的な議論・意⾒聴取が不可⽋であるが、これに加えて、医療審議会の意⾒を改めて徴取することは、会議開催
に⼿間と時間を要し、指定業務の迅速な遂⾏に⽀障が⽣じる可能性がある

指定業務を円滑に進めるために、医療審議会に、医療対策協議会委員を構成員とした『働き方改革部会』を新たに
設置し、同時開催により、双⽅の会議からの意⾒聴取を⾏う

課 題

対 応
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構成員 医対協 医療審
部会

⼤阪府私⽴病院協会会⻑ ○ ○
⼤阪医科薬科⼤学医学部⻑ ○ ※
⼤阪府⾃治体病院開設者協議会会⻑（豊中市⻑） ○ ※
⼤阪公⽴⼤学⼤学院医学研究科⻑兼医学部⻑ ○ ※
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科⻑ 医学部⻑ ○ ※
⼤阪府病院協会会⻑ ○ ○
⼤阪府⽴病院機構理事⻑ ○ ※
関⻄医科⼤学学⻑ ○ ※
⼤阪府医師会副会⻑ ○ ○
⼤阪府⼥医会 ○ ※
⼤阪府⻭科医師会会⻑ ○ ○
⼤阪府公⽴病院協議会会⻑（⼋尾市⽴病院総⻑） ○ ※
近畿⼤学医学部⻑ ○ ※
ささえあい医療⼈権センターＣＯＭＬ理事⻑ ○ ※

※オブザーバー（部会設置要綱案第3条第3項）



部会の開催スケジュール案

指定業務を円滑に進めるため、R4年度中に部会を設置し、年明けには、指定スケジュール・指定要件を府内
医療機関に周知できるよう、（B水準）等の設定等の協議を実施

R５年度は、80機関程度の申請が予想。現時点では、BとC水準の重複申請も想定される。
審査等に向けて相応の事務量が発⽣することから、申請受付については、通年受付ではなく、第１期、第２期と
期を分けて対応していくこととしたい。
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※A水準を除き、いずれも36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務
が存在すること（連携Bについては、自院のみでは960時間以下であるが、副業・兼業先と通算すると960時間を超えること）

水準 対象 要件

A水準 診療従事勤務
医師

B水準
救急医療機関
等に従事する
医師

・三次救急医療機関

・⼆次救急医療機関
救急⾞受⼊台数1,000 台以上⼜は年間での夜間・休⽇・時間外⼊院件数500 件以上
医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関

・在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

・都道府県知事が地域医療提供体制の確保のために必要と認める医療機関

・特に専⾨的な知識・技術や⾼度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な
医療を提供する医療機関

連携B水準 副業・兼業して
いる医師 医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関

C-1水準 臨床研修医・
専攻医 臨床研修医・専攻医を有する医療機関

C-2水準 特定の⾼度な
技術習得者

厚⽣労働⼤⾂が公⽰する「医師を育成することが公益上必要である分野」において、特定⾼度技
能を有する医師を育成するのに⼗分な教育研修環境を有している医療機関（審査組織において
確認）

参考）各水準の要件について

年960時間以上1,860時間以内（指定必要）

年960時間以内（指定不要）
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【１】 令和３年度に実施した調査
■病院に勤務する医師の働き方に関するアンケート調査【厚生労働省】

調査実施期間：令和３年８月12日〜８月31日
対 象：全病院

■医師の働き方改革チェックシート【大阪府】
調査実施期間：令和３年８月31⽇〜9月16日
対 象：168病院（B、C要件があると想定される病院等）

■医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査【厚生労働省】
調査実施期間：令和４年３月４日〜３月31日
対 象：全病院

【２】 病院の意向状況

府内病院数 A水準
（府指定意向なし）

B・C水準
（府指定意向あり）

未回答
（方針不明）

506 280 81 145
54 24 28 2

回答を集約

（参考）うち、
大学病院及び
公立・公的病院

参考）府内病院の意向状況 〈R４.７月時点〉
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